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平成 28年（2016年）4月 14日 

政策会議資料 

都市魅力部地域経済振興室 

 

吹田市国際戦略総合特別区域における産業集積の促進及び産業の国際競争力の強化に係る

事業計画の認定並びに市税の特例に関する条例の一部改正について 

 

 

１ 改正の背景 

  本市の特区条例については、総合特別区域法に基づく「関西イノベーション国際戦略総合 

特区」※及び大阪府における特区条例と連携して、市内の特区地域に進出する事業者に対する優

遇税制による支援を行うことで、関西が強みを有しているライフサイエンス分野、環境・新エネ

ルギー分野における産業集積の促進及び国際競争力の強化を図ることを目的として、平成 25年

度から制度運用を行ってきました。 

  大阪府における特区条例については、平成 28年（2016年）3月 31日を期限とする時限条

例であり、今年度以降の運用にあたっては条例の期間延長が必要であったため、大阪府において

は昨年度末に、２（１）ア、イ、ウのとおり条例の改正が行われました。 

 

※ 関西イノベーション国際戦略総合特区 

平成 23年（2011年）９月、大阪府、大阪市、京都府、京都市、兵庫県、神戸市の６自治体

は、関西が絶対的な強みを有している医薬、先進医療、バッテリー・エネルギー等の分野におい

て高いポテンシャルを持つ拠点を「関西イノベーション国際戦略総合特区」としてまとめ、「総

合特別区域法」に基づき共同申請を行いました。そして、同年１２月に、国から国際戦略総合特

区の指定を受けました。大学や研究機関、企業や経済団体、行政が一体となり、関西経済の再生

のため、府県を越えて取り組んでいます。 

 

２ 大阪府における特区条例の改正内容等 

 (１) 改正内容 

   主な改正点は以下の三点。 

   ア 現状の条例の期限切れに伴い期間を 5年間延長する。 

   イ 総合特区法に基づく対象区域以外に、大阪府が市町村と連携して定める成長産業の集積

を図る区域を対象区域に追加する。 

   ウ 総合特区法に基づく対象事業以外に、大阪府が成長産業として位置付けている「水素関

連」と「健康関連」を対象事業に追加する。 

 

 (２) 施行スケジュール 

大阪府においては条例の改正案について、本年 2 月定例会において可決、4 月 1 日から施行

しています。 
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３ 吹田市特区条例の概要 

（１）施行年月日 

    平成 25年（2013年）1月 9日 

（２）目的 

    関西が強みを有しているライフサイエンス分野、環境・新エネルギー分野における産業

集積の促進及び国際競争力の強化に向け、市税の課税に関する特別措置を講ずることによ

り、地域経済の活性化及び持続的な発展を図り、産業の振興及び市民生活の向上に資する

ことを目的とする。 

（３）事業内容 

対象事業 

「関西イノベーション国際戦略総合特区」の取組と関連した、以下のいずれかに 

該当する事業 

① ライフサイエンス分野関係事業 ② 新エネルギー分野関係事業  

③ 両分野を支援する事業 

 

支援要件 
上記対象事業の事業計画に対し、平成 28 年（2016 年）3 月 31 日までに大阪府

知事の認定を受けた上で、市長の認定を受けていること 

対象区域 ① 国立循環器病研究センター  ② 大阪大学吹田キャンパス 

支援内容 

法人市民税・固定資産税・都市計画税・事業所税について、最大で当初 5 年間課税

免除、その後の 5年間 2分の 1軽減 

（市内からの移転等の場合、従業者数及び事業所床面積の増加割合に応じて軽減） 

（４）期限 

本市の条例では、施行期限を設けておりませんが、要件として大阪府の計画認定を前提と

していることから、大阪府の期限に準じています。 

 

４ 本市の方向性 

 （１）対象区域 

「健都」を成長産業の集積、「健康関連」など新たな対象事業の進出が図れる区域として対

象区域に追加する。 

 （２）本市の特区条例に基づく優遇税制については、大阪府の特区条例と連携した制度設計を行

っていることから、今回の大阪府における条例改正の動きを受けて、本市の条例についても

文言の修正など必要となる改正手続きを進めることとします。 

 

５ 吹田市において必要となる手続及びスケジュール 

（１）特区条例の改正 

大阪府における改正後の条例と同様の内容で、本市の特区条例の改正案を作成し、今年度 5

月定例会への提案を行います。 

 

 (２) 成長産業特別集積区域への「健都」の指定 

現在の特区条例において対象となっていない区域で、新たに追加すべき区域については、大

阪府が定める四つの要件に該当することを確認したうえで、各市町村から大阪府に対して申請

を行うことにより、区域指定を受けることが必要となります。 

現状では具体的に健都が想定されているが、吹田市域と摂津市域にまたがっているため、そ

れぞれの市から大阪府に対して申請を行う必要があります。 


